
 

 

                             雇 労 第 ５ ３ 号 
令和３年４月２８日 

     
 各市町障害者就労支援センター所長 様 
  
 
            埼玉県福祉部障害者支援課長 黛 昭則（公印省略） 
            埼玉県産業労働部雇用労働課長 田中 健（公印省略） 
            

 
   就労継続支援Ｂ型事業利用者の一般就労への移行支援について（依頼） 
  
 本県の障害者福祉及び障害者雇用の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り、
厚くお礼申し上げます。 
さて、県では、障害者の自立と社会経済活動への参加を進めるために、就労移行支援

や就労継続支援のサービスを提供する事業所の運営を支援しています。 
また、障害者雇用促進法に基づく民間企業の障害者雇用率の達成に向けて、県内企業

に対し障害者の雇用拡大や雇用維持の促進に向けた取組を行っています。 
こうした中、令和３年３月策定の「第６期埼玉県障害者支援計画」において、就労継

続支援Ｂ型事業利用者が一般就労に移行する人数を令和５年度末までに３１１人とす
る数値目標が新たに設定されました。また、令和３年３月には民間企業の障害者雇用率
が２．３％に引き上げられ対象となる事業所も従業員数４３．５人以上に拡大されるな
ど、障害者の更なる雇用が求められています。 
そこで、このたび、埼玉県障害者雇用総合サポートセンターにおいて、県内の就労継

続支援Ｂ型事業所を対象に、下記のとおり一般就労移行に向けた支援を行います。 
 貴センターにおかれましては、当該取組の推進に御理解と御協力を賜りますよう、
お願い申し上げます。 

記 
１ 事業の概要 
・一般就労を希望し一般就労につながる可能性のある利用者が在籍する就労継続支援
事業所Ｂ型事業所に対し、埼玉県障害者雇用総合サポートセンター運営事業（県委
託事業）で配置している専門職員を派遣します。 

・上記専門職員により、就労に向けた丁寧な助言指導、障害者の就労アセスメントを
通じた職場の選定支援や職場環境調整の提案を行うとともに、インターンシップか
らのジョブコーチ支援によるきめ細やかな職場適応支援により、就労継続支援Ｂ型
事業所からの円滑な一般就労移行を支援します。 
 

２ 支援対象事業所数 
  １０件程度（令和３年度） 
 

３ 問合せ先・連絡先 
  埼玉県障害者雇用総合サポートセンター 障害者職場定着業務部門  
   担当者：根岸・前田  電話：０４８－８２３－９０２０ 
 
 
 

         【担 当】 
                         担 当 雇用労働課障害者支援担当 安永・北 
                          電 話 ０４８－８３０－４５３６          
                          ＦＡＸ ０４８－８３０－４８５１            
              E-mail a4510-10@pref.saitama.lg.jp 


